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いくつもの条件に決定づけられている被差別部落女性の存在や声はこれまで、「同じ部落民」ある

いは「同じ女性」と一括りにされるか、「部落差別の対象」あるいは「女性差別の対象」という一

元的カテゴリーに押し込められ、優先順位がつけられるかで、不可視化あるいは序列化されてきま

した。そうした対象とされた被差別部落女性は、国際人権言説からの影響を受け、「複合差別」概

念を実践に活用するようになります。 

国際人権言説となった、「複合差別」や「交差性」とはどのような概念であり、被差別部落女性の

闘いへの有用性はどのようなものかを考えたいと思います。 
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